
摘　　　　　要
(１) 合併の方式につい
て

「、喜入町」を削除

(２) 合併後の市の名称
について

(３) 合併後の市の事務
所の位置について

(４) 合併の期日につい
て

(５) 議会の議員の定数
及び任期の取扱い
について

「、喜入町」を削除

１ 　吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の農
業委員会は、鹿児島市の農業委員会に統合するも
のとする。

１ 　吉田町、桜島町、松元町及び郡山町の農業委員
会は、鹿児島市の農業委員会に統合するものとす
る。

「、喜入町」を削除

２ 　吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の農
業委員会の選挙による委員については、市町村の
合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）
第８条第１項第２号の規定を適用し、各町において
それぞれ互選された５人の委員が鹿児島市の農業
委員会の委員の残任期間に限り、引き続き鹿児島
市の農業委員会の委員として在任するものとする。

２ 　吉田町、桜島町、松元町及び郡山町の農業委員
会の選挙による委員については、市町村の合併の
特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第８条第
１項第２号の規定を適用し、各町においてそれぞれ
互選された５人の委員が鹿児島市の農業委員会の
委員の残任期間に限り、引き続き鹿児島市の農業
委員会の委員として在任するものとする。

「、喜入町」を削除

１ 　吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の一
般職の職員は、すべて鹿児島市の一般職の職員と
して引き継ぐものとする。

１ 　吉田町、桜島町、松元町及び郡山町の一般職の
職員は、すべて鹿児島市の一般職の職員として引
き継ぐものとする。

「、喜入町」を削除

　合併の期日は、平成16年11月1日を目標とする。

　議会の議員の定数及び任期については、市町村の
合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第６
条第２項及び第３項の規定を適用し、鹿児島市の議会
の議員の残任期間に相当する期間に限り定数を増加
し、編入される吉田町、桜島町、松元町及び郡山町の
それぞれの区域ごとに選挙区を設け増員選挙を行うも
のとする。

議　案　名　等 議　　　案　　　－１市５町－

　合併の期日は、平成16年11月1日を目標とする。

　議会の議員の定数及び任期については、市町村の
合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第６
条第２項及び第３項の規定を適用し、鹿児島市の議会
の議員の残任期間に相当する期間に限り定数を増加
し、編入される吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び
郡山町のそれぞれの区域ごとに選挙区を設け増員選
挙を行うものとする。

(７) 一般職の職員の取
扱いについて

(６) 農業委員会の委員
の定数及び任期の
取扱いについて

鹿児島地区合併協議会における確認済み議案対照表

　吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町を廃
し、その区域を鹿児島市に編入するものとする。

　合併後の市の名称は、鹿児島市とする。

　合併後の市の事務所の位置は、鹿児島市山下町11
番1号とする。

議　　　案　　　－１市４町－
　吉田町、桜島町、松元町及び郡山町を廃し、その区
域を鹿児島市に編入するものとする。

　合併後の市の名称は、鹿児島市とする。

　合併後の市の事務所の位置は、鹿児島市山下町11
番1号とする。

第６０号議案　参考資料１
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摘　　　　　要議　案　名　等 議　　　案　　　－１市５町－

鹿児島地区合併協議会における確認済み議案対照表

議　　　案　　　－１市４町－
２ 　職員の任免、給与その他の身分取扱いに関して
は、職員のすべてに通じて公正に取り扱うものとし、
１市５町の長が別に協議するものとする。

２ 　職員の任免、給与その他の身分取扱いに関して
は、職員のすべてに通じて公正に取り扱うものとし、
１市４町の長が別に協議するものとする。

「１市５町の」を「１
市４町の」に変更

１ 　５町の役場は、支所とする。 １ 　４町の役場は、支所とする。 「５町の」を「４町
の」に変更

２ 　合併時の支所の組織については、住民サービス
に急激な変化を来すことのないよう配慮するものと
する。

２ 　合併時の支所の組織については、住民サービス
に急激な変化を来すことのないよう配慮するものと
する。

３ 　附属機関については、各種事務事業の調整協議
の内容を踏まえ、所要の措置を行うものとする。

３ 　附属機関については、各種事務事業の調整協議
の内容を踏まえ、所要の措置を行うものとする。

(９) 条例、規則等の取
扱いについて

１ 　鹿児島市の区域内の町及び吉田町の区域内の町
（牟礼岡一丁目から牟礼岡三丁目まで）の区域及び
名称は、現行どおりとする。

１ 　鹿児島市の区域内の町及び吉田町の区域内の町
（牟礼岡一丁目から牟礼岡三丁目まで）の区域及び
名称は、現行どおりとする。

２ 　吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の各
町の区域内の字の区域を廃止し、当該廃止された
字の区域に相当する区域により新たに町の区域を
設定し、その名称については表示案に基づき、各町
の意向を尊重し合併時までに調整するものとする。

２ 　吉田町、桜島町、松元町及び郡山町の各町の区
域内の字の区域を廃止し、当該廃止された字の区
域に相当する区域により新たに町の区域を設定し、
その名称については表示案に基づき、各町の意向
を尊重し合併時までに調整するものとする。

「、喜入町」を削除

　鹿児島市の条例、規則等を適用する。ただし、各種
事務事業の調整内容を踏まえ、条例、規則等の新規
制定、一部改正等が必要なものについては、所要の措
置を行うものとする。

(８) 事務組織及び機構
の取扱いについて

　鹿児島市の条例、規則等を適用する。ただし、各種
事務事業の調整内容を踏まえ、条例、規則等の新規
制定、一部改正等が必要なものについては、所要の措
置を行うものとする。

(１０) 町名・字名の取扱い
について
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摘　　　　　要議　案　名　等 議　　　案　　　－１市５町－

鹿児島地区合併協議会における確認済み議案対照表

議　　　案　　　－１市４町－
１ 　市紋章については、鹿児島市の市紋章を用いるも
のとする。

１ 　市紋章については、鹿児島市の市紋章を用いるも
のとする。

２ 　市旗については、鹿児島市の市旗を用いるものと
する。

２ 　市旗については、鹿児島市の市旗を用いるものと
する。

３ 　市民歌については、鹿児島市の市民歌を用いるも
のとする。

３ 　市民歌については、鹿児島市の市民歌を用いるも
のとする。

４ 　市民憲章については、鹿児島市の市民憲章を用
いるものとする。

４ 　市民憲章については、鹿児島市の市民憲章を用
いるものとする。

５ 　名誉市民については、鹿児島市の制度に統合す
るものとする。

５ 　名誉市民については、鹿児島市の制度に統合す
るものとする。

６ 　市木・市花については、鹿児島市の市木・市花を
用いるものとする。

６ 　市木・市花については、鹿児島市の市木・市花を
用いるものとする。

７ 　都市宣言は、鹿児島市の都市宣言を用いるものと
する。２町の独自の宣言は合併時に廃止するが、歴
史的経過等を踏まえ、その取扱いについて合併時
までに検討するものとする。

「３町の」を「２町
の」に変更
※(11-2)慣行(都市
宣言)の取扱い

(11-2) 慣行(都市宣言)の
取扱いについて

(１２) 財産及び公の施設
の取扱いについて

「、喜入町」を削除

(１３) 公共的団体等の取
扱いについて

　吉田町、桜島町、松元町及び郡山町の財産（権利及
び義務を含む。）及び公の施設は、合併時にすべて鹿
児島市に引き継ぐものとする。

　公共的団体等は、合併後における市の一体性の確
立に資するため、各団体のこれまでの経緯、実情等を
十分尊重しながら、統合整備に努めるものとする。

　都市宣言は、鹿児島市の都市宣言を用いるものとす
る。３町の独自の宣言は合併時に廃止するが、歴史的
経過等を踏まえ、その取扱いについて合併時までに検
討するものとする。

　吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の財産
（権利及び義務を含む。）及び公の施設は、合併時に
すべて鹿児島市に引き継ぐものとする。

　公共的団体等は、合併後における市の一体性の確
立に資するため、各団体のこれまでの経緯、実情等を
十分尊重しながら、統合整備に努めるものとする。

(１１) 慣行の取扱いにつ
いて

3



摘　　　　　要議　案　名　等 議　　　案　　　－１市５町－

鹿児島地区合併協議会における確認済み議案対照表

議　　　案　　　－１市４町－
(１４) 地方税の取扱いに

ついて
「、喜入町」を削除

(１５) 国民健康保険事業
の取扱いについて

(１６) ごみ処理事業の取
扱いについて

１ 　し尿等の収集形態については、現行どおりとし、合
併後のし尿等の発生量の推移等を見て、見直しを
行う。

１ 　し尿等の収集形態については、現行どおりとし、合
併後のし尿等の発生量の推移等を見て、見直しを
行う。

２ 　し尿等の処理体制については、合併時に再編する
ものとする。

２ 　し尿等の処理体制については、合併時に鹿児島
市の制度に統合するものとする。

「再編する」を「鹿
児島市の制度に統
合する」に変更

(１８) 環境衛生事業の取
扱いについて

　ごみ処理事業については、合併時に鹿児島市の制
度に統合するものとする。ただし、家庭ごみの収集形
態等については、現行どおりとする。また、家庭ごみの
ステーションボックス設置補助事業については、合併
が行われた日の属する年度の翌年度に再編するもの
とする。

　環境衛生事業については、合併時に鹿児島市の制
度に統合するものとする。ただし、無縁墓地清掃委託
事業及び火葬経費補助事業については、合併時に廃
止するものとする。

　地方税については、鹿児島市の制度に統合するもの
とする。
　ただし、個人市民税の均等割及び事業所税について
は、市町村の合併の特例に関する法律第10条第1項
の規定により、合併が行なわれた日の属する年度及
びこれに続く2か年度に限り不均一課税とする。
　なお、新たに課税される吉田町､桜島町、松元町及び
郡山町の区域の事業所税については、税率を段階的
に引き上げるものとする。

　国民健康保険事業については、鹿児島市の制度に
統合するものとする。ただし、国民健康保険税の税率
等については、合併が行なわれた日の属する年度に
限り、現行の制度を基本とする。

(１７)

　国民健康保険事業については、鹿児島市の制度に
統合するものとする。ただし、国民健康保険税の税率
等については、合併が行なわれた日の属する年度に
限り、現行の制度を基本とする。

　ごみ処理事業については、合併時に鹿児島市の制
度に統合するものとする。ただし、家庭ごみの収集形
態等については、現行どおりとする。また、家庭ごみの
ステーションボックス設置補助事業については、合併
が行われた日の属する年度の翌年度に再編するもの
とする。

　環境衛生事業については、合併時に鹿児島市の制
度に統合するものとする。ただし、無縁墓地清掃委託
事業及び火葬経費補助事業については、合併時に廃
止するものとする。

し尿処理事業の取
扱いについて

　地方税については、鹿児島市の制度に統合するもの
とする。
　ただし、個人市民税の均等割及び事業所税について
は、市町村の合併の特例に関する法律第10条第1項
の規定により、合併が行なわれた日の属する年度及
びこれに続く2か年度に限り不均一課税とする。
　なお、新たに課税される吉田町､桜島町､喜入町、松
元町及び郡山町の区域の事業所税については、税率
を段階的に引き上げるものとする。
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摘　　　　　要議　案　名　等 議　　　案　　　－１市５町－

鹿児島地区合併協議会における確認済み議案対照表

議　　　案　　　－１市４町－
１ 　吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町で運
営している簡易水道事業については、鹿児島市の
上水道事業に統合するものとする。水道料金、給水
負担金、審査手数料等は、鹿児島市の制度に統合
し、鹿児島市にない制度は廃止するものとする。た
だし、合併が行われた日の属する年度に限り上水
道事業と簡易水道事業を併存させ、水道料金、給水
負担金、審査手数料等はそれぞれの制度とする。ま
た、水道料金については、制度の統合により負担が
増加する使用者に対し、合併が行われた日の属す
る年度の翌年度及びこれに続く2か年度に限り段階
的調整を行う。

１ 　吉田町、桜島町、松元町及び郡山町で運営してい
る簡易水道事業については、鹿児島市の上水道事
業に統合するものとする。水道料金、給水負担金、
審査手数料等は、鹿児島市の制度に統合し、鹿児
島市にない制度は廃止するものとする。ただし、合
併が行われた日の属する年度に限り上水道事業と
簡易水道事業を併存させ、水道料金、給水負担金、
審査手数料等はそれぞれの制度とする。また、水道
料金については、制度の統合により負担が増加す
る使用者に対し、合併が行われた日の属する年度
の翌年度及びこれに続く2か年度に限り段階的調整
を行う。

「、喜入町」を削除

２ 　郡山町が実施している簡易水道組合等助成事業
については、合併時に鹿児島市の制度に統合する
ものとする。

２ 　郡山町が実施している簡易水道組合等助成事業
については、合併時に鹿児島市の制度に統合する
ものとする。

３ 　喜入町で運営している工業用水道事業について
は、現行どおりとする。

第３項削除。以下
繰り上げ

４ 　合併処理浄化槽設置整備事業については、合併
時に鹿児島市の制度に統合するものとする。

３ 　合併処理浄化槽設置整備事業については、合併
時に鹿児島市の制度に統合するものとする。

５ 　吉田町地域下水処理事業については、現行どおり
とする。

４ 　吉田町地域下水処理事業については、現行どおり
とする。

(２０) 都市計画の取扱い
について

１ 　建設関係事業については、合併時に鹿児島市の
制度に統合するものとする。ただし、現在、施行中で
ある小宅地対策事業等については、現行どおりとす
る。

　都市計画区域等については、合併後も当分の間、現
状のままとする。
　都市計画審議会等については、合併時に鹿児島市
の制度に統合するものとする。

　都市計画区域等については、合併後も当分の間、現
状のままとする。
　都市計画審議会等については、合併時に鹿児島市
の制度に統合するものとする。

建設関係事業の取
扱いについて

　建設関係事業については、合併時に鹿児島市の制
度に統合するものとする。
　ただし、現在、施行中である小宅地対策事業等につ
いては、現行どおりとする。

(２１)

(１９) 上・下水道事業の
取扱いについて
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摘　　　　　要議　案　名　等 議　　　案　　　－１市５町－

鹿児島地区合併協議会における確認済み議案対照表

議　　　案　　　－１市４町－
２ 　４町の公園、町営住宅、町道、港湾及び砂防関連
施設については、合併時に鹿児島市に引き継ぐも
のとし、管理運営については、鹿児島市の制度に統
合することを基本に合併時までに調整するものとす
る。

「５町の」を「４町
の」に変更
※(21-2)建設関係
事業（公の施設）

(21-2) 建設関係事業（公
の施設）の取扱いに
ついて

１ 　消防関係事業については、合併時に鹿児島市の
制度に統合するものとする。

１ 　消防関係事業については、合併時に鹿児島市の
制度に統合するものとする。

２ 　松元町と郡山町の区域には、合併後に消防自動
車及び救急自動車を配置する拠点を新設するもの
とする。

２ 　松元町と郡山町の区域には、合併後に消防自動
車及び救急自動車を配置する拠点を新設するもの
とする。

３ 　防火水槽等建設補助金事業及び消防協力会事業
は、合併時に廃止するものとする。

３ 　防火水槽等建設補助金事業及び消防協力会事業
は、合併時に廃止するものとする。

(２３) 一部事務組合等の
取扱い（し尿処理業
務を除く）について

議案名から「（し尿
処理業務を除く）」
を削除
「、喜入町」を削除
「４町に」を「３町
に」に変更

(23-2) 一部事務組合等(し
尿処理業務)の取扱
いについて

※(23)一部事務組
合等の取扱いにつ
いてに一本化

１ 　地域福祉事業については、合併時に鹿児島市の
制度に統合するものとする。

１ 　地域福祉事業については、合併時に鹿児島市の
制度に統合するものとする。

２ 　地域福祉センター管理運営事業については、現行
どおりとする。

２ 　地域福祉センター管理運営事業については、現行
どおりとする。

(２４) 地域福祉事業の取
扱いについて

　５町の公園、町営住宅、町道、港湾及び砂防関連施
設については、合併時に鹿児島市に引き継ぐものと
し、管理運営については、鹿児島市の制度に統合する
ことを基本に合併時までに調整するものとする。

(２２) 消防関係事業の取
扱いについて

　吉田町、喜入町、松元町及び郡山町が加入している
一部事務組合及び広域連合については、合併の日の
前日をもって脱退し、当該一部事務組合等の業務のう
ち４町に係る共同処理業務は、合併後の市に引き継ぐ
ことを基本に合併時までに調整するものとする。

　吉田町、松元町及び郡山町が加入している一部事務
組合及び広域連合については、合併の日の前日を
もって脱退し、当該一部事務組合等の業務のうち３町
に係る共同処理業務は、合併後の市に引き継ぐことを
基本に合併時までに調整するものとする。

　吉田町は、合併の日の前日をもって姶良郡西部衛生
処理組合を脱退し、吉田町に係るし尿処理業務は、合
併後の市に引き継ぐことを基本に合併時までに調整す
るものとする。
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摘　　　　　要議　案　名　等 議　　　案　　　－１市５町－

鹿児島地区合併協議会における確認済み議案対照表

議　　　案　　　－１市４町－
(２５) 介護保険事業の取

扱いについて

１ 　児童福祉事業については、合併時に鹿児島市の
制度に統合するものとする。ただし、実施方法が異
なる事業については、合併が行われた日の属する
年度の翌年度に鹿児島市の制度に統合するものと
する。

１ 　児童福祉事業については、合併時に鹿児島市の
制度に統合するものとする。ただし、実施方法が異
なる事業については、合併が行われた日の属する
年度の翌年度に鹿児島市の制度に統合するものと
する。

２ 　放課後児童健全育成事業については、合併が行
われた日の属する年度の翌年度に鹿児島市の制度
に統合するものとする。

２ 　放課後児童健全育成事業については、合併が行
われた日の属する年度の翌年度に鹿児島市の制度
に統合するものとする。

３ 　誕生祝金支給事業については、合併時に廃止す
るものとする。ただし、合併が行われた日の前日ま
でに子を出産した者については現行どおりとする。

第３項削除。以下
繰り上げ

４ 　すこやか子育て支援金支給事業については、合
併時に廃止するものとする。ただし、合併が行われ
た日の前日までに子を出産した者については現行
どおりとする。

３ 　すこやか子育て支援金支給事業については、合
併時に廃止するものとする。ただし、合併が行われ
た日の前日までに子を出産した者については現行
どおりとする。

５ 　入学祝品支給事業については、合併時に廃止す
るものとする。ただし、合併が行われた日の属する
年度の翌年度に子が小学校に入学する者について
は現行どおりとする。

第５項削除。以下
繰り上げ

６ 　保育園児通園バス補助事業については、合併が
行われた日の属する年度の翌年度に廃止するもの
とする。

４ 　保育園児通園バス補助事業については、合併が
行われた日の属する年度の翌年度に廃止するもの
とする。

１ 　高齢者福祉事業については、合併時に鹿児島市
の制度に統合するものとする。ただし、実施方法が
異なる事業については、合併が行われた日の属す
る年度の翌年度に鹿児島市の制度に統合するもの
とする。

１ 　高齢者福祉事業については、合併時に鹿児島市
の制度に統合するものとする。ただし、実施方法が
異なる事業については、合併が行われた日の属す
る年度の翌年度に鹿児島市の制度に統合するもの
とする。

　介護保険事業については、合併時に鹿児島市の制
度に統合するものとする。ただし、第1号被保険者の保
険料率等については、合併が行われた日の属する年
度の翌年度に鹿児島市の制度に統合するものとする。

(２７) 高齢者福祉事業の
取扱いについて

　介護保険事業については、合併時に鹿児島市の制
度に統合するものとする。ただし、第1号被保険者の保
険料率等については、合併が行われた日の属する年
度の翌年度に鹿児島市の制度に統合するものとする。

(２６) 児童福祉事業の取
扱いについて
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摘　　　　　要議　案　名　等 議　　　案　　　－１市５町－

鹿児島地区合併協議会における確認済み議案対照表

議　　　案　　　－１市４町－
２ 　生きがい対応型デイサービス事業及びひとり暮ら
し高齢者等家事援助サービス事業については、合
併が行われた日の属する年度の翌年度に鹿児島市
の制度に統合するものとする。ただし、利用できる者
は合併が行われた日の属する年度の末日までに
サービスを受けていた者とする。

２ 　生きがい対応型デイサービス事業及びひとり暮ら
し高齢者等家事援助サービス事業については、合
併が行われた日の属する年度の翌年度に鹿児島市
の制度に統合するものとする。ただし、利用できる者
は合併が行われた日の属する年度の末日までに
サービスを受けていた者とする。

３ 　高齢者に対する配食サービス事業については、合
併が行われた日の属する年度の翌年度に鹿児島市
の制度に統合するものとする。

３ 　高齢者に対する配食サービス事業については、合
併が行われた日の属する年度の翌年度に鹿児島市
の制度に統合するものとする。

４ 　優待入浴券交付事業等については、合併が行わ
れた日の属する年度の翌年度に廃止するものとす
る。

４ 　優待入浴券交付事業等については、合併が行わ
れた日の属する年度の翌年度に廃止するものとす
る。

５ 　敬老特別乗車証交付事業及びすこやか入浴事業
については、現行制度の見直しを行い、次回以降の
協議会に諮るものとする。

第５項削除

１ 　障害者福祉事業については、合併時に鹿児島市
の制度に統合するものとする。ただし、実施方法が
異なる事業については、合併が行われた日の属す
る年度の翌年度に鹿児島市の制度に統合するもの
とする。

１ 　障害者福祉事業については、合併時に鹿児島市
の制度に統合するものとする。ただし、実施方法が
異なる事業については、合併が行われた日の属す
る年度の翌年度に鹿児島市の制度に統合するもの
とする。

２ 　障害者に対する配食サービス事業については、合
併が行われた日の属する年度の翌年度に鹿児島市
の制度に統合するものとする。

２ 　障害者に対する配食サービス事業については、合
併が行われた日の属する年度の翌年度に鹿児島市
の制度に統合するものとする。

３ 　身体障害者介護手当支給事業等については、合
併が行われた日の属する年度の翌年度に廃止する
ものとする。

３ 　身体障害者介護手当支給事業等については、合
併が行われた日の属する年度の翌年度に廃止する
ものとする。

４ 　友愛特別乗車証交付事業については、現行制度
の見直しを行い、次回以降の協議会に諮るものとす
る。

第４項削除

(２８) 障害者福祉事業の
取扱いについて
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摘　　　　　要議　案　名　等 議　　　案　　　－１市５町－

鹿児島地区合併協議会における確認済み議案対照表

議　　　案　　　－１市４町－
(２９) 生活保護事業等の

取扱いについて

(３０) 健康づくり事業の取
扱いについて

(３１) 保健衛生事業の取
扱いについて

　生活保護事業等については、合併時に鹿児島市の
制度に統合するものとする。ただし、社会福祉施設整
備資金に係る利子補給事業については、合併が行わ
れた日の属する年度の翌年度に鹿児島市の制度に統
合するものとする。

　健康づくり事業については、合併が行われた日の属
する年度の翌年度に鹿児島市の制度に統合するもの
とする。

　保健衛生事業については、合併が行われた日の属
する年度の翌年度に鹿児島市の制度に統合するもの
とする。

　保健衛生事業については、合併が行われた日の属
する年度の翌年度に鹿児島市の制度に統合するもの
とする。

　生活保護事業等については、合併時に鹿児島市の
制度に統合するものとする。ただし、社会福祉施設整
備資金に係る利子補給事業については、合併が行わ
れた日の属する年度の翌年度に鹿児島市の制度に統
合するものとする。

　健康づくり事業については、合併が行われた日の属
する年度の翌年度に鹿児島市の制度に統合するもの
とする。
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摘　　　　　要議　案　名　等 議　　　案　　　－１市５町－

鹿児島地区合併協議会における確認済み議案対照表

議　　　案　　　－１市４町－
１ 　コミュニティバスの運行事業については、現行どお
りとする。

１ 　コミュニティバスの運行事業については、現行どお
りとする。

２ 　コミュニティー福祉号の運行事業については、運
行形態の見直しを行い、代替手段により運行を行う
こととする。

２ 　コミュニティー福祉号の運行事業については、運
行形態の見直しを行い、代替手段により運行を行う
こととする。

３ 　行政連絡船の運航事業については、現行どおりと
し、合併後の利用状況等を見て、見直しを行う。

３ 　行政連絡船の運航事業については、現行どおりと
し、合併後の利用状況等を見て、見直しを行う。

４ 　自動車運送事業については、合併時に鹿児島市
の自動車運送事業に統合するものとする。ただし、
路線バスの普通料金は、現行どおりとする。

４ 　自動車運送事業については、合併時に鹿児島市
の自動車運送事業に統合するものとする。ただし、
路線バスの普通料金は、現行どおりとする。

５ 　桜島町交通事業（フェリー事業）については、地方
公営企業法の規定の全部適用により、運航するも
のとする。

５ 　桜島町交通事業（フェリー事業）については、地方
公営企業法の規定の全部適用により、運航するも
のとする。

(３３) 女性政策事業の取
扱いについて

１ 　国際交流員招致事業については、合併時に鹿児
島市の制度に統合するものとする。

１ 　国際交流員招致事業については、合併時に鹿児
島市の制度に統合するものとする。

２ 　青少年の海外派遣等事業については、合併時に
鹿児島市の制度に統合するものとする。

２ 　青少年の海外派遣等事業については、合併時に
鹿児島市の制度に統合するものとする。

３ 　吉田町の全国吉田町交流及び喜入町の姉妹都市
については、合併時までに交流先の意向等も踏ま
え、交流の内容について協議するものとする。

３ 　吉田町の全国吉田町交流については、合併時ま
でに交流先の意向等も踏まえ、交流の内容につい
て協議するものとする。

「及び喜入町の姉
妹都市」を削除

４ 　桜島町の友好都市については、合併時までに相
手方の意向等も踏まえ、その取扱いを決定するもの
とする。

４ 　桜島町の友好都市については、合併時までに相
手方の意向等も踏まえ、その取扱いを決定するもの
とする。

　女性政策事業については、合併時に鹿児島市の制
度に統合するものとする。

(３４) 姉妹都市等、国際・
国内交流事業の取
扱いについて

(３２) 交通関係事業の取
扱いについて

　女性政策事業については、合併時に鹿児島市の制
度に統合するものとする。
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摘　　　　　要議　案　名　等 議　　　案　　　－１市５町－

鹿児島地区合併協議会における確認済み議案対照表

議　　　案　　　－１市４町－
(３５) 広聴広報関係事業

の取扱いについて

１ 　防災行政無線については、合併時に引き継ぎ、運
用するものとする。ただし、設置目的等を踏まえ、更
新時に見直しを行うこととする。

１ 　防災行政無線については、合併時に引き継ぎ、運
用するものとする。ただし、設置目的等を踏まえ、更
新時に見直しを行うこととする。

２ 　交通災害共済事業については、合併時に鹿児島
市の制度を適用するものとする。

２ 　交通災害共済事業については、合併時に鹿児島
市の制度を適用するものとする。

３ 　防犯灯補助事業については、合併が行われた日
の属する年度の翌年度に鹿児島市の制度を適用
し、統合するものとする。

３ 　防犯灯補助事業については、合併が行われた日
の属する年度の翌年度に鹿児島市の制度に統合す
るものとする。

「制度を適用し、統
合する」を「制度に
統合する」に変更

１ 　町内会・自治公民館等の自治組織については、５
町の自治公民館・集落を、合併時に鹿児島市の単
位町内会と同一の組織として位置付けるものとす
る。

１ 　町内会・自治公民館等の自治組織については、４
町の自治公民館を、合併時に鹿児島市の単位町内
会と同一の組織として位置付けるものとする。

「５町の」を「４町
の」に変更
「・集落」を削除

２ 　コミュニティ関係事業については、合併が行われた
日の属する年度の翌年度に鹿児島市の制度に統合
するものとする。

２ 　コミュニティ関係事業については、合併が行われた
日の属する年度の翌年度に鹿児島市の制度に統合
するものとする。

３ 　行政連絡員制度については、合併が行われた日
の属する年度から起算して３年度を経過した年度ま
でに廃止するものとし、廃止までの間の運営方法に
ついては、段階的調整を行うものとする。

３ 　行政連絡員制度については、合併が行われた日
の属する年度から起算して３年度を経過した年度ま
でに廃止するものとし、廃止までの間の運営方法に
ついては、段階的調整を行うものとする。

４ 　自治組織への運営補助金については、合併が行
われた日の属する年度から起算して３年度を経過し
た年度までに廃止するものとし、廃止までの間の補
助金の額については、段階的調整を行うものとす
る。

４ 　自治組織への運営補助金については、合併が行
われた日の属する年度から起算して３年度を経過し
た年度までに廃止するものとし、廃止までの間の補
助金の額については、段階的調整を行うものとす
る。

　広聴広報関係事業については、合併時に鹿児島市
の制度に統合するものとする。

(３７) コミュニティ関係事
業の取扱いについ
て

　広聴広報関係事業については、合併時に鹿児島市
の制度に統合するものとする。

(３６) 防災・防犯関係事
業の取扱いについ
て
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摘　　　　　要議　案　名　等 議　　　案　　　－１市５町－

鹿児島地区合併協議会における確認済み議案対照表

議　　　案　　　－１市４町－
１ 　住民基本台帳事務等の住民サービス窓口業務に
ついては、合併時に鹿児島市の制度に統合するも
のとする。

１ 　住民基本台帳事務等の住民サービス窓口業務に
ついては、合併時に鹿児島市の制度に統合するも
のとする。

２ 　ファクシミリ等による証明交付については、現行ど
おりとする。

２ 　ファクシミリ等による証明交付については、現行ど
おりとする。

(３９) 特別職の取扱い

(４０) まちづくり推進組織
の取扱いについて

「１市５町の」を「１
市４町の」に変更
（２箇所）

(４１) 電算システム事業
の取扱いについて

１ 　使用料については、現行どおりとする。ただし、行
政財産の目的外使用料等については、合併時に鹿
児島市の制度に統合するものとする。また、市民農
園使用料等については、合併が行われた日の属す
る年度の翌年度に一元化するものとする。

１ 　使用料については、現行どおりとする。ただし、行
政財産の目的外使用料等については、合併時に鹿
児島市の制度に統合するものとする。また、市民農
園使用料等については、合併が行われた日の属す
る年度の翌年度に一元化するものとする。

２ 　手数料については、合併時に一元化するものとす
る。ただし、船員法関係の手数料については、現行
どおりとする。

２ 　手数料については、合併時に一元化するものとす
る。

ただし書きを削除

　１市４町の合併後のまちづくり等の推進に関して協議
する組織については、地域まちづくり会議（仮称）及び
かごしままちづくり会議（仮称）を設置することとし、具
体的なことについては、合併時までに１市４町の長が
別に協議するものとする。

　電算システムについては、合併時に鹿児島市のシス
テムに統合するものとする。ただし、各町で現行どおり
の運用が必要なシステムについては、合併が行われ
た日の属する年度の翌年度までに統合するものとす
る。

※　合併協議会の議案としないことを確認

　１市５町の合併後のまちづくり等の推進に関して協議
する組織については、地域まちづくり会議（仮称）及び
かごしままちづくり会議（仮称）を設置することとし、具
体的なことについては、合併時までに１市５町の長が
別に協議するものとする。

　電算システムについては、合併時に鹿児島市のシス
テムに統合するものとする。ただし、各町で現行どおり
の運用が必要なシステムについては、合併が行われ
た日の属する年度の翌年度までに統合するものとす
る。

(４２) 使用料及び手数料
の取扱いについて

(３８) 住民サービス窓口
業務の取扱いにつ
いて
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摘　　　　　要議　案　名　等 議　　　案　　　－１市５町－

鹿児島地区合併協議会における確認済み議案対照表

議　　　案　　　－１市４町－
１ 　１市５町間で制度が異なる負担金、補助金及び交
付金については、鹿児島市の制度に統合することを
基本として調整するものとする。

１ 　１市４町間で制度が異なる負担金、補助金及び交
付金については、鹿児島市の制度に統合することを
基本として調整するものとする。

「１市５町間で」を
「１市４町間で」に
変更

２ 　５町において各町が単独又は複数の町で実施して
いる負担金、補助金及び交付金については、当該
制度の目的を勘案して調整するものとする。

２ 　４町において各町が単独又は複数の町で実施して
いる負担金、補助金及び交付金については、当該
制度の目的を勘案して調整するものとする。

「５町において」を
「４町において」に
変更

１ 　農林水産業関係事業については、合併時に一元
化するものとする。　ただし、実施方法が異なる事業
については、合併が行われた日の属する年度の翌
年度に一元化するものとする。

１ 　農林水産業関係事業については、合併時に一元
化するものとする。　ただし、実施方法が異なる事業
については、合併が行われた日の属する年度の翌
年度に一元化するものとする。

２ 　農村広場・コミュニティ施設の管理運営等について
は、現行どおりとする。

２ 　農村広場・コミュニティ施設の管理運営等について
は、現行どおりとする。

１ 　商工・観光関係事業については、合併時に一元化
するものとする。

１ 　商工・観光関係事業については、合併時に一元化
するものとする。

２ 　企業誘致の推進（固定資産税の減免）等について
は、現行どおりとする。

２ 　企業誘致の推進（固定資産税の減免）等について
は、現行どおりとする。

(４６) 学校教育事業の取
扱いについて

(４７) 社会教育事業の取
扱いについて

(４８) その他事業の取扱
いについて

「１市５町の」を「１
市４町の」に変更

　その他事業については、原則として合併時に鹿児島
市の制度に統合するものとし、このほか合併に関し必
要な事項については、１市４町の長が協議するものと
する｡

　学校教育事業については、合併時に鹿児島市の制
度に統合するものとする。ただし、実施方法が異なる
事業については、合併が行われた日の属する年度の
翌年度に鹿児島市の制度に統合するものとする。

　社会教育事業については、合併時に鹿児島市の制
度に統合するものとする。ただし、実施方法が異なる
事業については、合併が行われた日の属する年度の
翌年度に鹿児島市の制度に統合するものとする。

　その他事業については、原則として合併時に鹿児島
市の制度に統合するものとし、このほか合併に関し必
要な事項については、１市５町の長が協議するものと
する｡

(４４) 農林水産業関係事
業の取扱いについ
て

(４５) 商工・観光関係事
業の取扱いについ
て

(４３) 負担金、補助金及
び交付金の取扱い
について

　学校教育事業については、合併時に鹿児島市の制
度に統合するものとする。ただし、実施方法が異なる
事業については、合併が行われた日の属する年度の
翌年度に鹿児島市の制度に統合するものとする。

　社会教育事業については、合併時に鹿児島市の制
度に統合するものとする。ただし、実施方法が異なる
事業については、合併が行われた日の属する年度の
翌年度に鹿児島市の制度に統合するものとする。
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